
弁護士法人

東京フロンティア基金法律事務所



東京フロンティア基金法律事務所とは？

＊２００１年９月に

第二東京弁護士会が設立

＊弁護士過疎地域で働く弁護士を

育成・支援するための

都市型公設事務所



弁護士過疎問題とは？

法的なトラブルは全国どこでも発生

ところが！

近くに弁護士がいない

→弁護士への相談や依頼ができない

→市民の司法アクセス保障が不十分

東京

４９．２％

（22034人）

４６道府県

５０．８％

（２２７６６人）

日本の弁護士の人数

（2023年10月時点）



弁護士過疎地で起こる問題

＊市民の弁護士に対するハードルの高さ

＊法に則った解決が選択肢にすら入らない

＊「事件屋」の暗躍

→ 法の支配・基本的人権の尊重が行きわたらない



ひまわり基金法律事務所とは？

ひまわり基金法律事務所（公設事務所）は、

弁護士過疎解消のために，日弁連・弁護士会・弁護士会連合会の

支援を受けて開設・運営される法律事務所。



ひまわり基金法律事務所とは？

ひまわり基金法律事務所には，

・日弁連から開設・運営資金の援助が行われている

・事務所ごとに日弁連・地元弁護士会・地元弁護士連合会より

推薦された委員からなる「支援委員会」が設置され，所長弁護士を

サポートする。



ひまわり基金法律事務所とは？

・２０００年６月，島根県浜田市に「石見ひまわり基金法律事務所」

が開設されて以来，ひまわり基金法律事務所は累計１２１か所

に設置されました（２０２０年７月１日現在）。

・うち８２事務所が任期終了後に定着（一般事務所化），３事務所が

廃止されたため，現在稼働しているのは３６事務所です。



弁護士過疎問題解消に向けた取り組み

公設事務所
（ひまわり基金法律事務所）

法テラス（7号事務所）

日弁連・弁護士会等 設置主体 日本司法支援センター（国が設立）

個人事業主 弁護士の所属 法テラスに所属（スタッフ弁護士）

原則独立採算制
ただし，開設運営費の補助あり

経営形態 給与制

２～６年 任期 ２年



当事務所のこれまでの
弁護士過疎地域への赴任実績

＊ひまわり基金法律事務所 ４３名

現在赴任中

中村（高知県），あわじ（兵庫県）

釜石（岩手県），相馬（福島県）

村上（新潟県），小浜（福井県）



 

岩手県釜石市 

釜石ひまわり基金法律事務所 

3 代目 加藤静香 

5 代目 細川恵喜 

 

青森県三沢市 

三沢ひまわり基金法律事務所 

2 代目 村田典子 

新潟県糸魚川市 

糸魚川ひまわり基金法律事務所 

初代 川辺雄太 

 

新潟県村上市 

村上ひまわり基金法律事務所 

初代 飯塚敬太  

兵庫県淡路市 

ひまわり基金あわじ法律事務所 

初代 水原祥吾 

2 代目 有年麻美 

3 代目 加賀山瞭 

高知県四万十市 

中村ひまわり基金法律事務所 

3 代目 鶴田雅彦 

4 代目 長田智己 

5 代目 福永悦史 

 

宮城県角田市 

角田ひまわり基金法律事務所 

初代  熊坂敏彦 

2 代目 土佐一仁 

北海道留萌市 

オロロンひまわり基金法律事務所 

3 代目 河本晃輔 

 

島根県隠岐の島町 

隠岐ひまわり基金法律事務所 

初代  佐々木久実 

2 代目 橋爪愛来 

石川県輪島市 

輪島ひまわり基金法律事務所 

3 代目 杉森芳博 

山形県新庄市 

新庄ひまわり基金法律事務所 

3 代目 石垣徹郎 

北海道根室市 

根室ひまわり基金法律事務所 

初代 柴田岳彦 

2 代目 岩田明子 

3 代目 米村哲生 

三重県熊野市 

熊野ひまわり基金法律事務所 

2 代目 池田慶子 

3 代目 田辺美紀 

熊本県阿蘇市 

阿蘇ひまわり基金法律事務所 

初代  茂木議智 

2 代目 木場真彦 

3 代目 関塚明子 

静岡県下田市 

下田ひまわり基金法律事務所 

初代 金原裕子 

4 代目 山田圭太 

 

宮崎県小林市（定着） 

小林えびの西諸地区ひまわり基金法律事務所 

初代 安里学 

熊本県人吉市 

くま川ひまわり基金法律事務所 

初代 奥村高史 定着 

岩手県北上市 

北上ひまわり基金法律事務所 

初代 日高拓郎 定着 

新潟県佐渡市 

佐渡ひまわり基金法律事務所 

2 代目 廣田貴子 

茨城県神栖市 

神栖ひまわり基金法律事務所 

2 代目 柴田大輔 

3 代目 瀧智英 定着 

島根県益田市 

石西ひまわり基金法律事務所 

2 代目 児玉洋子 

 

沖縄県石垣市 

八重山ひまわり基金法律事務所 

2 代目 宮地理子 

3 代目 米元悠  定着 

長崎県島原市 

島原中央ひまわり基金法律事務所 

2 代目 平野正也 

鹿児島県奄美市 

奄美あすなろ法律事務所 

和田知彦 

岡山県高梁市 

高梁ひまわり基金法律事務所 

初代 久貝克弘 

福島県相馬市 

相馬ひまわり基金法律事務所 

6 代目 田中洋子 

福井県小浜市 

小浜ひまわり基金法律事務所 

6 代目 吉川あず沙 



当事務所のこれまでの
弁護士過疎地域への赴任実績

＊法テラス ６名

現在赴任中

法テラス牛久

法テラス岐阜

法テラス会津

法テラス高松



 

 

秋田県秋田市 

法テラス秋田 

69 期 三柴萌実 

73 期 山田雄一郎 

愛媛県松山市 

法テラス松山 

57 期 藤原諭 

東京都立川市 

法テラス多摩 

57 期 香取めぐみ 

愛知県岡崎市 

法テラス三河 

61 期 川俣芳郎 

埼玉県さいたま市 

法テラス埼玉 

61 期 川俣芳郎 

北海道江差町 

法テラス江差 

70 期 柿谷佐保子 



赴任後の進路

赴任後は様々な進路があります！

① 定着

② 独立

③ フロンティアへ戻る

④ 任期付き公務員や勤務弁護士



赴任までの養成サポート体制

① 法律相談

＊四谷法律相談センターや法テラス東京

での法律相談

→１人月２０件程度

＊多種多様な事件の受任ができる！



赴任までの養成サポート体制

② 消費者事件

＊消費者センターとのホットラインがある

→様々な消費者事件を経験できる！



赴任までの養成サポート体制

③ 事件の受任

＊上の期の弁護士と２人で共同受任

＊事務所の構成

４０期代所長，５０期代1名，６５期1名，

６７期2名（ひまわり所長経験者）

６８期１名（ひまわり署長経験者）

６９期１名（ひまわり所長経験者）

養成中：74期2名，75期4名



赴任までの養成サポート体制

④ サポート弁護士との共同受任

＊フロンティアOBの弁護士

＊他事務所の協力弁護士

→サポート弁護士との共同受任により

様々な事件を経験できる！



赴任までの養成サポート体制

⑤ 刑事弁護

事務所に優先的に割り当てられた国選枠
があるため，通常より国選事件を多く受
任し，刑事弁護の経験も積むことができ
ます。



赴任までの養成サポート体制

⑥ 事務所経営・経理

・月1回の事務所会議に参加

→事務所の経営感覚をつかむ！

・事件ごとに経費をつける



赴任までの養成サポート体制

⑦ 事件検討会

＊月１度

＊事件の進捗確認

＊判例の検討



赴任までの養成サポート体制

⑧ 事務所勉強会

＊月に１回，外部講師を招いています。

＊最近のテーマ

法律相談，交通事故，子どもの問題

労働問題，相続，刑事事件



委員会や事務所外での活動

＊原則として自由

＊自由人権協会，原発被災者弁護団

 消費者問題の弁護団

→様々な団体に所属している弁護士が

います！



委員会や事務所外での活動

＊所属弁護士が活動している委員会

刑事弁護委員会，消費者委員会

子どもの権利委員会，

法律相談センター委員会

犯罪被害者支援員会

法教育委員会 ｅｔｃ…



当事務所で取り組んでいること

① なんでも相談会

月2回ほど

司法書士の方々との相談会に参加。

② 若草プロジェクト

 若年女性への支援



事務所イベント

＊様々な事務所イベントがあります！

（強制ではありません）

＊ひまわり基金法律事務所引継式

（ひまわり所長になる際に各地方で式典があります）

＊公設事務所所長等意見交換会

（年に１回地方で開催します）



つがるひまわり基金法律事務所



雇用条件

＊収入

給与年５００万円程度＋個人事件許可制

個人事件については事務所への負担金あり。

国選の刑事事件は，個人事件。

＊交通費事務所負担

＊弁護士会費は自己負担 弁護士会入会費事務所負担

＊雇用期間 最大２年６か月

（２年6か月の間に赴任地を決めていただきます）



求める人材

＊「ひまわり基金法律事務所」で

弁護士業務をやってみようという

気概がある人

＊弁護士過疎地に赴任する意思がある

こと



応募方法

①履歴書，②志望理由書，③司法試験の成績，

④法科大学院の成績を添えて，

郵送もしくはメールにて，

ご応募ください。

書類の応募締め切りは，１２月２８日。



応募方法

郵送先：〒160-0017

東京都新宿区左門町2番6 ワコービル8階

弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所

採用担当 弁護士 笹森真紀子 宛

メール：job-offer@tokyo-frontier.com

mailto:job-offer@tokyo-frontier.com


最後に

皆様のご応募お待
ちしております！
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